
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆一月
がつ

に入
はい

り、インフルエンザ・水
みず

ぼうそうの 

発生
はっせい

がみられます。出席
しゅっせき

停止
て い し

対象
たいしょう

の場合
ば あ い

は期間
き か ん

を守
まも

り、 

感染
かんせん

を広
ひろ

めないようにしましょう。【裏面出席停止一覧】 
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◎小学生
しょうがくせい

の睡眠
すいみん

は９-12時間
じ か ん

が心
こころ

と体
からだ

の成長
せいちょう

に良
よ

いといわれます 



〇学校感染症一覧表（学校保健安全法施行規則第１９条）   令和 5年 5月施行通知 

※登校の際に「病院や医師が発行する治癒証明書及び診断書」は必要ありません 

※また、以前活用していました「治癒報告書（出席停止解除願い）」の提出はありません。 

指示された出席停止期間（発症日、出停期間）を厳守願いします。 

（出席停止期間については医師の指示に基づき、登校再開については担任もしくは養護教諭・教

頭と連絡をとっていただきますようお願いいたします。） 

 感  染  症  名 出 席 停 止 期 間 

第

１

種 

 

エボラ出血熱、クリミア・

コンゴ出血熱、痘 そう、南

米出血熱、ペスト、マール

ブルグ病、 ラッサ熱、急性

灰白髄炎、ジフテリア、重

症 急性呼吸器症候群（病原

体がベータコロナウ イルス

属ＳＡＲＳコロナウイルス

であるもの に限る。）、 

治癒するまで 

第

２

種 

インフルエンザ 

（鳥インフルエンザを除

く） 

発症して５日を経過し、かつ、解熱後２日を経過

するまで 

百 日 咳 
特有の咳が消失するまで又は５日間の適正な抗菌

性物質製剤による治療が終了するまで 

麻 疹 （はしか） 解熱した後、３日を経過するまで 

風 疹 （三日はしか） 発疹が全て消失するまで 

流行性耳下腺炎 

（おたふく風邪） 

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が消失した後、5日

を経過し、かつ、全身症状が良好になるまで 

水 痘（水ぼうそう） 全ての発疹が痂皮化するまで 

咽頭結膜熱（プール熱） 主要症状が消退し、後、２日を経過するまで 

結 核 及び  

髄膜炎菌性髄膜炎 

症状により学校医その他の医師において感染の恐

れがないと認めるまで。 

新型コロナウイルス感染

症 

発症した後、5 日を経過し、かつ、症状が軽快した

後 1 日を経過するまで（発症から 10 日を経過する

までは、マスク着用を推奨する） 

第

３

種 

コレラ、細菌性赤痢、腸管出

血性大腸菌感染 翔、腸チフ

ス、パラチフス、流行性角結

膜炎、 急性出血性結膜炎※

その他の感染症（溶連菌感染

症、ウイル ス性肝炎、手足口

病、伝染性紅班、ヘルパン ギ

ーナ、マイコプラズマ感染症

など） 

症状により学校医その他の医師において感染の恐れがない

と認めるまで。※その他の感染症は必要があれば、学校医

の意見を聞き、第３種の感染症 として措置をとることがで

きる疾患 

☆ 学校を欠席の場合は、保護者の方が「tetoru」での入力や直接、お電話くださいますよう 

よろしくお願いします。 


